
Claris FileMaker Pro ソフトウェア・ライセンス 
 

重要 − 注意深く読んで下さい。 このソフトウェアをインストールした場合、コピーした場合、ダウンロード

した場合、このソフトウェアにアクセスした場合、あるいはその他の方法でこのソフトウェアを使用した場

合、本ライセンスの条件に拘束されることに同意したことになります。本ライセンスの条件に同意されな

い場合は、このソフトウェアをインストールしたり、コピーしたり、ダウンロードしたり、このソフトウェアにア

クセスしたり、このソフトウェアを使用したりすることはできません。本ライセンスの条件に同意されない場

合は、このソフトウェアのコピーを直ちに破棄してください。 
 
あなたが「Claris ボリュームライセンスアグリーメント」（アニュアルボリュームライセンスアグリーメント、ボ

リュームライセンスアグリーメント、アニュアルサイトライセンスアグリーメント、またはサイトライセンスア

グリーメントなど）に基づいてこのソフトウェアのライセンスを取得した場合は、本ライセンスの条件ではな

く「Claris ボリュームライセンスアグリーメント」の条件が適用され、本ライセンスの条件によりこのソフトウ

ェアについて追加のライセンスが許諾されるわけではありません。 
 
Claris FileMaker Pro （以下「FileMaker Pro」といいます。）には、次のものが含まれます。 
 
 1.  FileMaker Pro ソフトウェアアプリケーション、関連文書、およびドライバー 
 
 2.  Starter App、サンプル App および本製品の一部として含まれるその他サンプルファイル

（以下「エキストラ」といいます。） 
 
本ライセンスに付随し、ここに特定されるソフトウェアとドキュメンテーション（以下「本ソフトウェア」といい

ます。）は、Claris International Inc. および/または Claris International（以下総称して「Claris」といいます。）

の両方またはいずれか一方が、本ライセンスの条件に基づいてのみ、あなたに対し使用許諾したもので

あり、販売したものでありません。また、Claris は、あなたに対し明示的に許諾した権利を除くすべての権

利を留保します。許諾された権利は、ここに記載されるとおり、Claris およびそのライセンサーが本ソフト

ウェアについて有している知的財産権に限定され、それ以外のいかなる特許権や知的財産権その他の

権利も含んでおりません。あなたは、本ソフトウェアを記録または固定した媒体を所有するものですが、

本ソフトウェア自体の所有権は、Claris およびそのライセンサーに帰属します。 

 

あなたが限定的評価のために本ソフトウェアの評価版を受け取られた場合、その評価版は通知された

一定の日に機能を停止するようプログラムされており、下記第 5 条は本ソフトウェアの評価版が「現状の

まま」いかなる保証もなしに提供されるものである旨に変更されます。下記のその他の条件は、本ソフト

ウェアの評価版および製品版の両方に適用されます。評価版ソフトウェアの試用期限が切れた場合、製

品版（アップグレード版を含む）のソフトウェアを購入しない限り、あなたは Claris FileMaker Go 

(「FileMaker Go」)によりアクセスされるデータベースを含む評価版ソフトウェアで作られたいかなるデータ

ベースも、その使用を直ちに停止しなければなりません。 
 
 
1.  ライセンス 

 

(a) 一般的なライセンス 
 

1) シングルライセンス  あなたが本ソフトウェアのシングルライセンスバージョン（以

下「シングルライセンス」といいます。）を使用している場合は以下の条件が適用されます（第

1 条(a)(2)項、および第 1 条(a)(3)項は適用されません）。あなたは、一度に 1台のコンピュー



タに「本ソフトウェア」のコピーを 1 部のみインストールし使用することができます。「本ソフトウ

ェア」の Windows バージョンと Mac バージョンの両方が複数の言語で提供される場合であっ

ても、第 1 条（d）項の場合を除き、あなたには、一度にひとつのプラットフォーム上で「本ソフ

トウェア」のひとつのバージョン（すなわち、Windows バージョンまたは Mac バージョン）をひと

つの言語で使用することのみが許諾されるにすぎません。あなたは、同じオペレーティングシ

ステムからの本ソフトウェアのインスタンスを 2 つ以上（例えば、仮想化環境や他の技術の使

用などにより）同時に使用したり実行したりすることはできません。シングルライセンスの本ソ

フトウェアがインストールされているコンピュータのプライマリユーザはそのユーザのみが使

用するために自宅用または携帯用コンピュータにコピーをもう 1 部作成することができます。

あなたは、本ソフトウェアをストレージデバイスに保存したり、シンクライアント・ターミナルサ

ーバ環境などにインストールおよび保存することすることはできません。シングルライセンス

は、異なるクライアントまたは異なるコンピュータで共有したり同時使用することは認められま

せん。 

 

2) ユーザライセンス  あなたが本ソフトウェアのシングルライセンスバージョンを使用

しておらずユーザライセンス（以下「ユーザライセンス」といいます。）を使用している場合は以

下の条件が適用されます（第 1 条(a)(1)項、および第 1 条(a)(3)項は適用されません）。ユー

ザライセンスバージョンについて、ユーザライセンス契約に基づく本ソフトウェアを購入する企

業または組織は本ソフトウェアへのアクセスを必要とする特定された各個人ごとにライセンス

を購入しなければなりません。本ソフトウェアのライセンスを有している特定された個人が「ユ

ーザ」として定義されます。あなたがユーザライセンスに基づいて権限を与えられ、このユー

ザライセンスを使用する場合に限り、本ソフトウェアを任意の（ユーザライセンス契約または

同時接続ライセンス契約に基づいた）Claris FileMaker Server (「FileMaker Server」)にアクセ

スするために使用することができます。ユーザライセンス契約に基づき本ソフトウェアのライ

センスを受けている企業や組織は、本ソフトウェアの使用を停止した特定された個人に代わ

り、同一企業や組織内の新たな個人に再割当てすることができます。 

 

3）同時接続ライセンス  あなたが本ソフトウェアのシングルライセンスバージョン、ま

たは本ソフトウェアのユーザライセンスバージョンを使用しておらず同時接続ライセンス（以下

「同時接続ライセンス」といいます。）を使用している場合は以下の条件が適用されます（第 1

条(a)(1)項、および第 1 条(a)(2)項は適用されません）。本ソフトウェアを使用することができる

のは、同時接続ライセンス契約に基づき本ソフトウェアのライセンスを取得している組織また

は企業（以下「ライセンス組織」といいます。）の社員である場合に限ります。あなたがライセ

ンス組織の施設内で勤務し、ライセンス組織から本ソフトウェアの使用に関する明示の承認

を与えられているライセンス組織の臨時派遣従業者、契約社員、またはコンサルタントである

場合は、ライセンス組織にて業務を行う場合に限り本ソフトウェアを使用することができます。

本ソフトウェアはあなたがライセンス組織に関わる業務を行うことをやめた場合、またはこの

ライセンスが失効もしくは第 3条によって終了した場合、コンピュータから削除されなければ

なりません。ライセンス組織が教育機関であり、あなたが当該ライセンス組織の学生、教職

員、教育助手、管理者またはスタッフである場合、あなたは教育機関が管理所有するコンピ

ュータ上でのみ本ソフトウェアを使用することができます。同時接続ライセンスモデルにおい

ては特定時間内に FileMaker Server に最大同時にアクセスする接続（以下「同時接続」とい

います。）数のライセンスを購入しなければなりません。本ソフトウェアの使用は、ライセンス

組織が同時接続ライセンス契約に基づいて購入した FileMaker Server のみにアクセスするこ

とができます。あなたは購入した同時接続の総数を上限として本ソフトウェアを使用すること

ができます。本ソフトウェアが FileMaker Server に接続されていない状態で、FileMaker Pro 

または FileMaker Go クライアントから本ソフトウェアにアクセス許可することはできません。 



 
(b) エキストラ  Claris は、あなたに対し、本ライセンスでの制限に従って以下のことを行うこと

ができる非独占的かつ譲渡不可能なライセンスを許諾します。（1）あなたの自己使用や社内使用のため

に「エキストラ」を使用、複製および頒布すること、（2）「エキストラ」を変更したうえで、そのあと変更を加

えられた個々の「エキストラ」を使用、複製および頒布すること（ただしそれらには実質的変更が完了済

みであることを条件とする）、ならびに（3）あなた自身の「Solutions」のコンポーネントとして「エキストラ」を

組み込み、そのあと第三者にサブライセンスして同第三者が下記第 7条の条件に従いその「Solutions」

を使用、複製および頒布すること。上記の規定にもかかわらず、あなたは、ツールキットとして第三者の

使用に供するために「エキストラ」の全部または一部を頒布してはなりませんし、Claris 製品と併用して

「エキストラ」を使用、複製、変更または頒布してはなりません。また、あなたは、「エキストラ」を頒布する

前に、「エキストラ」に組み込まれている Claris のロゴ（があるならそのロゴ）を削除しなければなりませ

ん。 
 
(c) 年間ライセンスおよび期間限定ライセンス  あなたが年間ライセンスまたはその他の期

間限定ライセンス（例：アニュアルボリュームライセンスアグリーメント（年間ボリュームライセンス契約）ま

たはアニュアルサイトライセンスアグリーメント）に基づいて、本ソフトウェアのライセンスを取得した場

合、あなたは、当該ライセンスアグリーメントの有効期間中のみ、本ソフトウェアを使用することができま

す。当該ライセンスアグリーメントの期間満了時には、すべてのソフトウェアの使用を中止し削除しなけ

ればなりません。 
 
(d) バックアップおよび通知  あなたは、バックアップの目的のためだけに機械が読み取れる

形式にて本ソフトウェアのコピーを 1 部作成することができます。本ライセンスの明示的な条件として、あ

なたは、各々のコピーに、Claris が供給したオリジナルコピーに示される著作権表示およびその他の財

産権の表示を複製しなければなりません。 
 
(e) 教育  本ソフトウェアが教育機関用の割引を受けて使用許諾されている場合、本ソフトウ

ェアは、幼稚園から高校３年生までの認定教育機関（もしくは同等機関）または教育のみを目的とした高

等教育機関にて受講生徒、教授、教員および事務職員のみが使用することができます。本ソフトウェア

が教育用ディスカウント価格でライセンスされた場合には、第 1 条(a)(1)項の自宅用・携帯用での使用権

は、学生・生徒には適用されないが、教職員には適用されるものとします。 
 
(f) 財産権の表示  本ソフトウェアは、著作権法により保護されています。あなたは、本ライセ

ンスの明示的条件として、Claris が供給したオリジナルコピーに示される Claris の商標、著作権およびそ

の他の財産権の表示（以下総称して「表示」といいます。）を各々のコピーに複製しなければなりません。

あなたが「About」スクリーンをカスタマイズされる場合には、かかる「About」スクリーンには、「このソフト

ウェアのある部分については、Claris International, Inc.が著作権を含むすべての権利を保有していま

す。Portions of the software are (c) 1984-2025 Claris International Inc.  All rights reserved.」と記載しな

ければなりません。あなたは、Claris が明示的に許可する場合を除き、ご自分の「Solutions」を販売する

ために Claris の名称、ロゴまたは商標を上記以外に使用してはなりません。 
 
(g) アップグレードおよびアップデート  本ソフトウェアがアップグレードまたはアップデートと

してライセンスされた場合は、同じソフトウェアの有効にライセンスされたバージョンにとり代わるものとし

てのみ、本ソフトウェアを使用することができます。アップグレードおよびアップデートは、本ソフトウェアに

対する第二のライセンスの許諾を意味するものではないことをご了承ください。（従って、アップグレード

またはアップデートされたバージョンと従来のバージョンを共に使用することや従来のバージョンを第三

者に譲渡することは、認められません。）本ライセンスの条件は、アップグレードまたはアップデートが別

個のライセンスに附随する場合で、あなたが当該ライセンスの条件が当該アップグレードまたはアップデ



ートに適用されることに同意した場合を除き、Claris が本ソフトウェアに提供するアップグレードまたはア

ップデートにも適用されます。 
 
2. 追加の制限 
 

 (a) ミドルウェアおよび複数のクライアントアクセス  あなたは第 1 条(a)項により明示的に認

められた場合を除き、本ソフトウェアを 2 クライアント以上がデータベースにアクセスすることができるミド

ルウェア、アプリケーションサーバー、CGI またはその他のソフトウェアもしくは技術とともに使用してはな

りません。 
 

 (b) その他の情報  あなたは、適用される法律によって明示的に認められる場合を除き、本

ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。あなたは、本ソフ

トウェアを修正、改造、翻訳、レンタル、リース、貸与してはなりません。また、あなたは、本ソフトウェアも

しくはその一部に基づく派生的な著作物（二次的著作物）を作成してはなりません。 
 

 (c) 使用制限  あなたは、本ソフトウェアもしくはその一部に基づく派生的な著作物（二次的

著作物）を作成してはなりません。本ソフトウェアは、原子力施設の運用、航空機の運航・通信システム、

航空管制システム、生命維持装置、その他本ソフトウェアの動作不良が死亡、怪我または重大な物理的

あるいは環境的損害につながる恐れのある機械・装置において使用されることを予定したものではあり

ません。 

 

 (d) 譲渡  あなたは、第 1 条（a）(2)項に規定される場合を除き、事前に Claris の書面による

承諾を得ずに、本ライセンスのもとでのあなたの権利を第三者に移転または譲渡することはできませ

ん。 
 

 (e) 第三者の承認  Claris ソフトウェアおよび Claris ソフトウェアに含まれる第三者のオープ

ンソースプログラムコンポーネントのいくつかは、Claris のオープンソースウェブサイト 

(https://www.claris.com/ja/resources/downloads/) により既に第三者あるいは Claris によって公開され

ており、また今後も公開される可能性があります（以下「オープンソースコンポーネント」と総称します）。

当該著作物に関する責任の引受け、ライセンス条項および権利の拒否に関する事項は

https://www.claris.com/company/legal/third-party-acknowledgements.html に記載されているか、また

は当該著作物に添付される場合があり、お客様の当該著作物の使用についてはそれらの各条項が適

用されるものとします。 

 

 (f) ピアツーピアでの共有(FileMaker Pro によるクライアント共有機能) あなたは、FileMaker 

Pro または FileMaker Go クライアントに対して、同時に 5 以上の本ソフトウェアへのアクセスを許可する

ことはできません。ピアツーピア共有機能は、テスト目的でのみ利用されるものとし、本番環境で利用で

きません。 

 

 (g) FileMaker Pro テストライセンス あなたが、FileMaker Developer Subscription に基づい

て FileMaker Pro テストライセンスを有する場合は、あなたは、本ソフトウェアをオンライン上（FileMaker 

Server に接続して）でも、オフラインでも使用することができます。しかしながら、あなたは FileMaker 

Developer Subscription に基づいてライセンスを受けた FileMaker Server にのみ接続することができるも

のとします。さらに、本ソフトウェアは、テスト目的でのみ利用されるものとし、本番環境では利用できま

せん。 
 
3. 終了 本ライセンスは、その終了時まで有効です。あなたが年間ライセンスまたはその他の期

間限定ライセンスに基づいて、本ソフトウェアのライセンスを取得した場合、当該ライセンスの有効期間



が満了する前に更新のための支払をしない限り、あなたのライセンスは期間満了時に直ちに終了となり、

すべての本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。あなたが本ライセンスの規定に従わない

場合は、Claris からの通知も裁判による決定も要することなく、本ライセンスは自動的に終了します。あな

たが年間ライセンスまたはその他の期間限定ライセンスに基づいて、本ソフトウェアのライセンスを取得

した場合、当該ライセンスの有効期間が満了する前に更新のための支払をしない限り、あなたのライセ

ンスは期間満了時に直ちに終了となり、すべてのソフトウェアの使用を中止しなければなりません。その

ライセンス期間満了時または終了時に、あなたは、本ソフトウェア、付随するすべての書面資料およびそ

れらすべての複製物を破棄しなければなりません。なお、第 5 条、第 6条、第 9条および第 10条は、本

ライセンスの終了または取り消しの後も有効に存続し適用されます。 
 
4. 輸出管理  お客様は、アメリカ合衆国の法律および Claris ソフトウェアが取得された国の法律が認め

ている場合を除き、Claris ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、例外なく、

Claris ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできません。(a)アメリカ合衆国

の通商禁止国(b)アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ

合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)またはその他の制限された当事者リスト上

の一切の者。Claris ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは

上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合

衆国の法律で禁止されている目的で Claris ソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目

的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定され

ません。 
 
5. 限定保証  本契約に別段の定めがない限り、あなたが購入された日から 90日間、Claris は、

Claris が提供した状態での本ソフトウェアが、付随するドキュメンテーションに実質的に従うものであるこ

とを保証します。上記の限定保証に違反した場合の Claris の全責任およびあなたの唯一かつ排他的な

救済手段は、Claris の選択により、本ソフトウェアの交換、本ソフトウェアの購入代金の払い戻し、または

本ソフトウェアの修理のいずれかに限定されます。 
 
この限定保証は、Claris の行う唯一の保証であり、Claris およびそのライセンサーは、商品性、満足の

ゆく品質および特定目的への適合性など、本ソフトウェアおよび付随する文書について、その他一切

の明示または黙示の保証および条件（法令による保証やその他を含むがこれに限られない）を明確に

否認します。さらに、あなたが本ソフトウェアの利用を妨げられることはないという保証や本ソフトウェア

が第三者の財産権を侵害することはないという保証は一切ありません。Claris は、本ソフトウェアの操

作が中断されることがないという保証、エラーが発生することなく本ソフトウェアの操作がおこなわれる

という保証、あるいは本ソフトウェアの瑕疵を修正するという保証はいたしません。Claris または Claris

の授権された代表者が口頭もしくは書面で情報や助言を提供したとしても、それは保証を成立させる

ものではありません。一部の法域では、黙示の保証の排除も制限も認められていないため、上記の制

限が適用されない場合があります。本第 5 条に基づく責任の否認および限定保証は、取引以外の方

法で本ソフトウェアを取得した消費者の法定の権利を損ねるものではなく、また、Claris の過失による

死亡または人身被害に対する責任を制限するものでも、排除するものでもありません。 
 
6. 救済および損害額の除外および制限  
 

(a) 除外  Claris、その親会社および子会社、ならびにこれらのもののライセンサー、取締

役、役員、従業員および関連会社は、予測可能であったかどうかに関わらず、本ソフトウェアまたは本

ソフトウェアに付随する文書の使用または使用不能により生じたかを問わず、いかなる派生的損害、

付随的損害、間接損害および特別損害（営業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失などによる

損害を含むがこれに限定されない損害）についても、あなたに対して責任を負いません。このことは、

クレームの根拠（契約、過失その他不法行為や法令に基づくか、その発生方法）をも問わず、Claris ま



たは Claris の代表者がこうした損害発生の可能性についてたとえ知らされていたとしても同様としま

す。 

 
(b) 制限  上記第 6(a)項にて除外されていない原因による損害（契約、過失その他不法行

為や法令に基づくか、その他発生方法に関わらない）についてあなたに対する Claris の責任の合計

額は、5米ドルまたは損害の原因となった本ソフトウェアのために支払われた金額のうちいずれか高

い方の金額に制限されます。両当事者は、この救済および損害額についての制限規定がすべての保

証救済の実質的目的から独立して履行され、その目的がなくともこの規定が存続することに同意しま

す。Claris の過失による人身被害の場合は、適用される法律により責任を求められる場合にはその範

囲に限り、この制限は適用されません。一部の法域では派生的損害または付随的損害に対する責任

の排除も制限も認められていないため、上記の制限が適用されない場合があります。本ライセンスの

いかなる条項も、業務上以外でソフトウェアを取得する消費者への法律上の権利に影響を与えるもの

でも害するものでもありません。 
 
7. サブライセンス  「エキストラ」の頒布は、すべて書面による契約書をもっておこなわねばなら

ないこと、および同契約書には最低限以下の条件を含めねばならないことに、あなたは同意するものと

します。(i)あなたが「エキストラ」のコピーを 1 部のみ使用できるにすぎない非独占的権利が許諾されると

いうこと、(ii)たとえあとで譲渡されようとも、その場合についても、やはり本第 7条に定められる制限の対

象となるということ、(iii)「エキストラ」（または名称変更がある場合はその変更後の名称のもの）はエンド

ユーザに対してライセンスされるのであって販売されるのではないということ、および「エキストラ」のすべ

てのコピーについてその所有権は Claris および Claris のライセンサーに帰属するということを明記しなけ

ればならないということ、(iv)本ライセンスの第 2 条（制限の追加）および第 4 条（輸出管理法に関する保

証）に定められた制限と実質的に同じ内容の制限を含めなければならないということ、 (v)本ライセンスの

第 5 条および第 6 条に定められた条件と整合性を保つと同時に実質的に同じ内容となる保証および責

任の否認に関する条項を含めなければならないということ。 
 
8. テクニカルサポート  あなたのサブライセンシーに対するテクニカルサポートの提供は、すべ

てあなたが責任を負うものとし、Claris にコンタクトするようサブライセンシーに指示したり誘導してはなら

ないものとします。 
 
9. データ使用   Claris ソフトウェアの使用に関する情報は、いかなる場合においても、Claris の

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に 従 っ て 取 り 扱 わ れ ま す 。 当 該 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー は 

http://www.claris.com/ja/company/legal/ にてご確認いただけ、参照することによって本ライセンスの一

部となります。 
 
10. 一般条項  本ライセンスが購入された国に Claris の子会社がある場合は、本ライセンスには

子会社がある国の法律が適用されます。それ以外の場合は、本ライセンスには、アメリカ合衆国および

カリフォルニア州の法律が適用されます。両当事者は、国際商品売買契約に関する国連協定（1980 年）

（United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (1980)）（改正がある場合は改

正後のものを意味します）は、本ライセンスに一切適用されないことに同意します。本ライセンスは、本ラ

イセンスの条件に基づいてライセンスされた本ソフトウェアについての両当事者間における合意の全体

を構成するものであり、本主題に関するこれまでのすべての了解事項に取って替わるものです。あなた

は Claris が行った表明に依拠したことを確認し、同意します。ただし、本ライセンスのいずれの条項も、不

正に行われた表明に対する損害を制限または除外するものではありません。本ライセンスの修正または

変更は、Claris により書面にて署名されない限り、拘束力がないものとします。本ライセンスの規定が、

管轄権を有する裁判所によって法律に違反すると判断された場合は、その規定は、法律で認められる

限度まで履行を強制できるものとし、本ライセンスのその他の規定は、引き続き有効に存続するものとし

ます。Claris がその権利または救済策を行使しなかった場合や、その行使が遅れた場合でも、特別な書



面による通知がない限り、権利の放棄を構成しません。Claris が権利または救済策を 1 つだけまたは部

分的に行使しても、それはその他の権利または救済策を放棄することやさらなる行使を排除することを

構成しません。本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションは 48 C.F.R. §2.101 にて定義される

「Commercial Items」であり、48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202 で使用されている

「Commercial Computer Software」および「Commercial Computer Software Documentation」により構成さ

れています。48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202-1 ないし 227.7202-4に従い、Commercial 

Computer Software および Commercial Computer Software Documentation は、(a) Commercial Items と

して、(b)この使用条件に従ってその他のすべてのエンドユーザに付与される権利と同じ権利のみがアメ

リカ合衆国政府にライセンスされています。アメリカ合衆国の著作権法に基づく公表権(Unpublished-

rights)は留保します。 
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